
公告 第７46 号 

 

 

組合規約の一部変更について 
 

 

 

 平成６年７月２６日付 SCSK 健発第３８２号をもって、関東信越厚生局長宛に認可

申請したところ、令和６年８月２７日付関厚発０８２７第２４号をもって認可があったので、

公告する。 

 

令和６年９月２日 

 

ＳＣＳＫ健康保険組合 

理事長  小林 良成 

 

 

 

■組合規約 新旧条文対照表（別添） 

 

以上 



ＳＣＳＫ健康保険組合規約 

新旧条文対照表 
 

新 旧 

「略」 

（準備金の保有方法） 

第４９条 準備金は、次の各号に掲げる方法によっ

て保有しなければならない。ただし、準備金のうち

前３年度の保険給付に要した費用の平均年額の１

２分の１に相当する額については、第１号又は第２

号の方法により保有しなければならない。 

 

（準備金以外の積立金の保有方法） 

第５０条 準備金以外の積立金は、前条第１項第１

号から第１０号の方法により保有しなければならな

い。 

２ 削る 

 

 

 

 

 

３ 削る 

 

 

「略」 

（公告の方法） 

第５２条 この組合において公告しなければならな

い事項は、次の方法により掲示する。 

組合の作成するホームページへの掲載 

 

 

「略」 

 

第６７条 削る 

 

 

 

 

 

 

 

第６８条 削る 

 

 

「略」 

（準備金の保有方法） 

第４９条 準備金は、次の各号に掲げる方法によっ

て保有しなければならない。ただし、準備金のうち

前３年度の保険給付に要した費用の平均年額の１

２分の３に相当する額については、第１号又は第２

号の方法により保有しなければならない。 

 

（準備金以外の積立金の保有方法） 

第５０条 準備金以外の積立金は、前条第１項第１

号から第１１号の方法により保有しなければならな

い。 

２ 前項の規定にかかわらず、退職積立金につい

ては、その積立総額の２分の１に相当する額の範

囲内で、組合の役職員が組合から支払いを受ける

ことができる退職手当金の額に相当する額を限度

として、住宅資金等に貸付ける方法により保有す

ることができる。 

３ 前項の住宅資金等の貸付方法は、組合会の議

決を経て別に定める。 

 

「略」 

（公告の方法） 

第５２条 この組合において公告しなければならな

い事項は、次の各号により掲示する。 

(1) 組合の掲示板への掲示 

(2) 組合の作成するホームページへの掲載 

 

「略」 

（高額医療費貸付） 

第６７条 この組合においては、法第１５０条の規

定により、被保険者及び被扶養者の高額医療費

に係る当座の窓口負担に充てるための資金の貸

付事業を行う。 

２ 前項の資金の貸付事業に係る実施細目につい

ては、組合会の議決を経て別に定める。 

 

（出産費貸付金） 

第６８条 この組合においては、法第１５０条の規

定により、被保険者及び被扶養者の出産に係る当

座の窓口負担に充てるための資金の貸付事業を



 

 

 

 

附 則 

この規約は、令和６年９月１日から施行する。 
 

行う。 

２ 前項の資金の貸付事業に係る実施細目につい

ては、組合会の議決を経て別に定める。 

 

 


